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応募要領 

 

第１ 事業名 

 令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ構築支

援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 

 

第２ 事業内容 

１ 目的及び事業内容 

実施要領のとおり。 

 ２ 留意事項 

（１）提案に際しては、以下の事項について留意すること。 

① 企画提案書には、スケジュール、充当する人員、内容等を詳細に明記すること。 

② 最大限の事業効果が得られるように事業予算の配分を工夫すること。  

（２）本事業における人件費の算定に当たっては、実施要領別添の「委託事業における

人件費の算定等の適正化について」に従うこと。 

（３）本事業の実施に当たり再委託を行う場合は、事前に発注者の承認を得ること。承

認を得ない限り再委託を行ってはならない。 

（４）再委託先及び再委託金額については、委託契約書に添付する事業計画書へ記載

するよう努めること。一括再委託及び総合的企画業務遂行管理、手法の決定及び

技術的判断等の再委託は禁止する。なお、委託業務を行う上で発生する事務的業

務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託金額が 100 万

円以下である場合には、再委託先及び再委託金額を記載する必要はない。 

 

第３ 予算限度額  

   14,000,000 円（消費税及び地方消費税込み）以内 

 

第４ 応募資格 

  次の各号の全てに該当する者とする。 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者。 

（３）令和４・５・６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供

等」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされた者。 

（４）北海道農政事務所長から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名

停止等措置要領（平成 27 年３月 31 日付 26 道農第 1734 号）に基づく指名停止を

受けている期間中でないこと。 

（５）複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体（民法（明治 29 年

法律第 89 号）上の組合に該当するもの。以下同じ。）による参加も可とする。こ

の場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及



び実施体制等を明確にした、構成する各団体（以下「構成員」という。）の全て

から同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結

書(又はこれに準ずる書類。以下「規約書等」という。) を作成する必要があり、

全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る企画競争の参加及

び事業の委託契約手続を行うものとする。 

また、代表者は、上記（１）から（４）の要件に適合している必要があり、代

表者を除く他の構成員については、上記（１）、（２）及び（４）の要件に適合

するとともに、令和４・５・６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）

の「役務の提供等」を有している必要があり、契約候補者に決定した場合は規約

書等を契約締結前までに提出すること。 

なお、共同事業体に参加する構成員は、本企画競争において他の共同事業体の

構成員となること又は単独で参加することはできない。 

 

第５ 契約期間 

  契約締結の日から令和７年３月 17 日（月）までとする。 

  契約は、国と契約候補者との間で委託契約に関する協議が調い次第締結する。 

 

第６  応募に係る説明会の開催 

１  開催日時：令和６年４月 24 日（水） 10：00 ～ 

２  開催場所：北海道農政事務所第３ビル２Ｆ 中会議室 

３  説明会への出席を希望する者は、「応募に係る説明会出席届」（別紙様式第１号） 

を令和６年４月 22 日（月）15：00 までに第 19 応募・照会窓口【事業内容、応募要

領全般について】に提出すること。 

（提出先） 

yusyutsu.hokkaido /atmark/maff.go.jp 

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の

際は「@」に変更すること。 

４  説明会への出席の有無は、第４の応募資格とはしない。 

 

第７ 参加表明書及び提出書類に関する事項 

１ 参加表明書及び提出書類の作成 

参加表明書を、「企画競争参加表明書」（別紙様式第２－１号）により作成し、又

は共同事業体での応募の場合は、「企画競争参加表明書（共同事業体）」（別紙様式第

２－２号）により作成し、以下の（１）から（７）までの添付書類と併せて提出する

こと。 

（１）企画提案書及びこれに付随する以下の書類 

  ① 過去に類似事業（生産者や食品加工事業者等の輸出のみならず、生産性向上や

販路拡大等に係る伴走支援を行う事業）の実績があれば、これに関する資料（様

式任意） 

 ※ 共同事業体での応募の場合は、全構成員分を提出すること。 



  ② その他参考となる資料 

（２）積算内訳（別紙様式第３号）（再委託先の内訳を明記すること。） 

（３）第４の（３）を証するものとして、総務省から通知のあった「資格審査結果通知

書（全省庁統一資格）」の写し 

※ 共同事業体での応募の場合は、全構成員分を提出すること。 

（４）業務内容を示したパンフレット（又はリーフレット） 

（５）民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算（営業）報告書１年分（又はそ

れに準じるもの）。ただし、共同事業体で応募する者は、その代表者のものとす

る。 

（６）民間企業以外の者にあっては、定款又は寄附行為及び最新の決算（営業）報告書

１年分（又はそれに準じるもの）。ただし、共同事業体で応募する者は、その代

表者のものとする。 

（７）男女共同参画等への取組状況がある場合（認定書等の確認ができる書類の写し） 

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認定

企業、プラチナえるぼし認定企業） 

② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業、トライくるみん

認定企業、プラチナくるみん認定企業） 

③ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業） 

※ 共同事業体での応募の場合は、全構成員分を提出すること。 

 

２ 提出期限及び提出方法 

（１）提出期限 

令和６年５月７日（火）正午必着とする。 

（２）提出方法 

上記（１）までに、原則、電子メールに【令和５年度グローバル産地生産流通基

盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海

道））】を付して提出すること。（詳細は別添「電子メールを利用した書類の提出

方法」のとおり） 

電子メール以外で提出する場合は、PDF ファイルを電子媒体（CD-R 又は DVD-R と

し、ウイルス対策を施すこと。）に格納し、当該電子媒体に契約件名及び事業者名

を表示（ケースは不可）の上、提出すること。 

   なお、郵便・信書便で提出する場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 

 

３ 提出先 

  〒064－8518 札幌市中央区南22条西６丁目２-22 エムズ南22条ビル第２ビル４Ｆ 

  農林水産省北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課 輸出促進グループ 

yusyutsu.hokkaido /atmark/maff.go.jp 

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の

際は「@」に変更すること。 

 



４ 作成・提出に当たっての注意事項 

（１）企画提案書等に使用する言語は、日本語とする。  

（２）１応募者が提出できる企画提案は１提案までとする。 

（３）企画提案書等の提出者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第４号）につ

いて企画提案書の提出前に確認しなければならず、企画提案書の提出をもってこ

れに同意したものとする。 

（４）暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第４号）について、虚偽又はこれに反す

る行為が認められた書類は、無効とする。 

第８ 応募する企画提案（企画提案書）の内容 

１  事業実施体制 

次の点について、担当者数、人員配置計画、担当者の経験、担当者へのバックアッ

プ体制等を明記すること。 

（１）事業の準備に関し、事業実施に関わる関係者との連絡調整を行う体制 

（２）事業の準備から実施までの対応体制 

なお、再委託をする場合には、再委託先の事業者名、再委託金額及び担当する業務

の内容を明記すること。 

また、再委託には以下の制限があるので留意すること。 

【ｱ】事業の全部を一括して請け負わせてはならない。 

【ｲ】事業の主たる部分（総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断

等）を請け負わせてはならない。 

【ｳ】再委託の合計金額は委託費の限度額の 50％以内としなければならない。 

ただし、以下の場合は上記また書き【ｲ】、【ｳ】の制限を適用しないこととする。 

【ｴ】再委託先の業務が海外で行われる場合 

【ｵ】広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となって

いる場合 

【ｶ】会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の規定に基づく子会社又は財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年 11 月 27 日大蔵

省令第 59 号）第８条第５項及び第６項に規定する関連会社に業務の一部を請

け負わせる場合 

なお、上記【ｳ】の再委託の比率は、上記【ｴ】～【ｶ】に該当する再委託の金額を

委託費の限度額から減算して計算した率とする。 

 ２ 事業を実施する上で必要となる応募者の知見・専門性・実績等 

事業の目的（第２の１）を達成するために必要となる次の専門知識を有している根

拠を明記すること。 

（１）農林水産物・食品の輸出の現状や課題に関し専門的知識を有している根拠 

（２）輸出専門人材等とネットワークを有している根拠 

３ 企画提案を求める項目及び具体的提案 

事業の目的（第２の１）を達成するため、本事業の概要を踏まえつつ、次の点につ

いて具体的な企画提案を行うこと。 

（１）令和２年 11 月に取りまとめられた、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」



を踏まえた支援（実施要領の第２） 

（２）より効率的・効果的な取組となるよう、輸出事業者の輸出熟度や規模、多様化す

るニーズに応じた伴走支援 

（３）北海道の輸出拡大を促進するための波及効果 

４ ワーク・ライフ・バランス等の推進についての取組状況 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認定企

業、プラチナえるぼし認定企業）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみ

ん認定企業、トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業）、青少年の雇用

の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業）をうけている者である

場合は、基準に適合し認定されている者であることを企画提案書に記載すること。 

 

第９ 応募要領の配布期間及び場所 

１ 配布期間   令和６年４月 17 日（水）９：00～同年５月２日（木）17：15 

（行政機関の休日を除く。） 

２ 場所      北海道農政事務所のホームページ 

（https://www.maff.go.jp/hokkaido/） 

なお、本案件に係る資料は以上の方法により入手することとし、紙

配布は行わないので注意すること。 

 

第 10 審査方法 

１ 提出された企画提案書について、「第 11 審査基準及び審査項目」に基づいて採点

・審査を行い、採点した得点の最上位の者（最上位の者が複数ある場合は、最高得点

を獲得した審査項目が最も多い者とし、更に当該数が同一の場合にあっては、審査委

員会が選定した者）を本委託事業の委託契約候補者として支出負担行為担当官北海道

農政事務所長（以下「支出負担行為担当官」という。）に推薦するものとする。 

  なお、契約候補者から契約候補辞退届（別紙様式第５号）の提出があった場合は、

採点した得点が次に高かった者を契約候補者として、支出負担行為担当官に推薦する

こととする。 

２ 審査については、非公開とする。 

３ 企画提案会 

  以下のとおり企画提案会を開催することとする。 

（１）企画提案書は、日本語で説明すること。 

（２）説明は口頭で連続 20 分以内とする。 

（３）説明者は、説明の冒頭に参加者名を名乗ることとする。 

（４）説明に際し、企画提案書以外の補助資料の使用は不可とする。 

（５）説明する人数については、審査項目としない。 

（６）開催日時及び場所 

開催日時：令和６年５月９日（木） 10：00 ～ 

開催場所：北海道農政事務所第３ビル２Ｆ 中会議室 

 



 ４ 企画提案書について審査員からの質問がある場合は、農林水産省北海道農政事務所

生産経営産業部事業支援課担当職員（以下「担当職員」という。）から連絡をするこ

ととする。 

 

第 11 審査基準及び審査項目 

企画提案書の審査に当たっては、事業目的（第２の１）の達成について判断するた

め、事業を確実かつ効率的・効果的に実施できるか、また、留意事項（第２の２）は

反映されているかを踏まえて、次の項目について採点を行う。 

１ 実施体制の適格性（①安定性（組織の財政的基盤の安定性）、②透明性（運営の  

公開性、透明性の高さ）） 

２ 知見・専門性及び類似・関連事業の実績等（③専門性（主たる責任者に管理能力が

あり、輸出及び北海道地域に根付いた専門的知見、経験等を有した人的資源が十分に

あるか。）、④実績（過去における類似・関連事業の実績が十分にあるか）） 

３  事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性（⑤整合性（現状の課題等を正

確に把握し、事業目的、趣旨と合致した提案内容になっているか。）、⑥具体性（目

的達成のため具体的な事業実施内容か。）） 

４ 実施方法の効率性（⑦計画性（事業実施期間を有効に使うスケジュールとなってい

るか。）） 

５ 経費配分の適正性（⑧綿密性（事業内容に見合った経費で精度の高い積算がなされ

ているか。）、⑨費用対効果（最小の経費で最大の効果を狙っているか。）） 

６ 期待される成果（⑩主体性及び実現性（主体的に具体的な目標を設定し、成果・効

果を検証する仕組みになっているか。）） 

７ 波及効果（⑪継続性及び発展性（単発的な活動でなく、事業の持続性、継続性は見

られるか、また、他団体の模範となるような波及効果が期待できるか。）） 

８ 行政施策等との関連性（⑫行政施策等との連携及び相乗効果（農林水産物・食品輸

出プロジェクト（ＧＦＰ）に関連する取組か。）） 

９ ワーク・ライフ・バランス等の推進（⑬ワーク・ライフ・バランスを推進する企業

として、（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、（２）次世代育成

支援対策推進法、（３）青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定をうけてい

るか。） 

 

第 12  審査結果の通知 

審査結果については、提出期限後、おおむね２週間以内に参加者に対し文書により

通知することとする。 

 

第 13 企画提案に要する費用の負担 

企画提案書等の作成等に要する費用は、選定の成否を問わず応募者が負担するもの

とする。 

 

第 14 契約保証金の扱い 



会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の９第１項に規定する契約保証金の納付

は、予算決算及び会計令第 100 条の３第３号の規定により免除する。 

 

第 15 委託料の支払い方法 

１ 委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内

にその支払を行うものとする。ただし、受託者の請求により、必要があると認めら

れる金額については、概算払をすることができる。 

なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令第 58 条ただし書に基づく協議が整った

日以降とする。 

２ 契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所

要金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととする。 

 

第 16 実績報告書等の提出 

    以下の（１）及び（２）を令和７年３月 17 日（月）までに担当職員に提出するこ

と。また、本事業を終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、

本事業の成果等を記載した別に定める委託事業実績報告書を１部提出すること。 

（１）事業実施報告書電子媒体（CD－R 又は DVD－R）（公表用／詳細版） １枚          

（２）事業実施報告書冊子（詳細版）       ３部 

※納入する電子媒体は、ウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに関する情報（ウ

イルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日）を記載したラ

ベルを添付して提出すること。 

   また、当該電子媒体に契約件名及び受託者名を表示（ケースは不可）すること。 

 

第 17 成果品（著作権等）の帰属等 

本事業により取得した著作権は、農林水産省が承継するものとする。 

 

第 18 その他 

１ 応募者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁

施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 

２ 不明な点については、第 19 の応募・照会窓口まで問い合わせること。 

 

第 19 応募・照会窓口 

【事業内容、応募要領全般について】 

  農林水産省北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課 輸出促進グループ   

ＴＥＬ：０１１－３３０－８８１０ 

ＦＡＸ：０１１－５２０－３０６３ 

yusyutsu.hokkaido /atmark/maff.go.jp 

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の

際は「@」に変更すること。 



   【契約締結について】 

   農林水産省北海道農政事務所会計課 調達グループ 

    ＴＥＬ：０１１－３３０－８８０６ 

    ＦＡＸ：０１１－５２０－３０５３ 

  ※受付曜日 月曜日～金曜日（行政機関の休日を除く。） 

  ※受付時間 ８:30～17:00 

  



  （別紙様式第１号） 

令和  年  月  日  
 

 北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課 御中 

 
 
 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代 表 者 氏 名      
 
 

応募に係る説明会出席届 
 

  
令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ

構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））の応募に係る説明会への出席

を希望します。 
なお、説明会への出席者は、下記のとおりです。 
 

記 
 

   所属・役職 

   出席者氏名 
（※ ２名以上出席する場合は他○名と記載すること。） 

   電 話 番 号 

   メールアドレス 
 
 
 
 
 
 
  



（別紙様式第２－１号） 

令和  年  月  日  
 

 北海道農政事務所長 殿 
 
 
 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者氏名                
 
 

企 画 競 争 参 加 表 明 書 
 
 

令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ

構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））の企画競争に参加することを

表明します。 
 

 

○ 担当者 

   所 属 ・ 役 職 

   担 当 者 氏 名 

   電 話 番 号 

   メールアドレス 
 
 
 
 
 
 
 
  



（別紙様式第２－２号）共同事業体の場合 

令和  年  月  日  
 

 北海道農政事務所長 殿 
 
                                      【共同事業体代表者】 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者役職氏名         
 
 

企 画 競 争 参 加 表 明 書 

（共同事業体） 
 

  
 令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ

構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））の企画競争に下記共同事業体

として参加することを表明します。 
 また、契約候補者となった場合は、契約締結までに共同事業体の構成・運営

等に関する協定書を作成し提出します。 

 なお、規約書等には、事業分担及びその考え方並びに実施体制について 

明確に記載します。 
 

記 
１．共同事業体名：                               
２．共同事業体の構成員及び担当業務 

 
 
 

住所及び商号又は名称 
 

分担業務 
 
代表者 

 

 
 
 

 
 
 

 
構成員 

 

 
 
 

 
 
 

 
構成員 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



（別紙様式第３号） 
令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ

構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 
 

区   分 
 
予算額 

 
備  考 

１. 人件費 
 
 
２. 業務経費 
(1) 地方自治体や商

工会等の経済団

体と連携した輸

出促進の取組 

 
(2) 輸出に取り組む

地域商社を育成

する取組 
 

(3) 伴走支援のため

の体制の構築・稼

働 

 
一般管理費 
 
消費税等 
 
計 

円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ＠ 〇〇〇円 × ＊＊時間 ＝ △△△円 
B ＠ 〇〇〇円 × ＊＊時間 ＝ △△△円 
 
 
○○○費  △△△円 
○○○費    △△△円 
※事前調整費、消耗品費、通信費、報告書作成費、旅費等に係る経費を記載。 

 
 
○○○費  △△△円 
○○○費    △△△円 
※事前調整費、消耗品費、通信費、報告書作成費、旅費等に係る経費を記載。 

 
 
○○○費  △△△円 
○○○費    △△△円 
※事前調整費、消耗品費、通信費、報告書作成費、旅費等に係る経費を記載。 

（注）・再委託先の内訳を明記すること。 
・必要に応じて、資料を添付すること。 
・備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。 
・一般管理費及び率等を経費として計上する場合は、一般管理費率は総事業費（再委託費を除く

（精算時も同様とする）。）の 10％以内とする。なお、確定額については、委託事業に係る計

画額（予算額）又は実支出額のいずれか低い額とする。また、委託契約書（案）第 13 条第１項

ただし書きの規定は適用しない。 

   ・備品（原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が 50,000 円以上の物品）

の購入は認めない。 

・人件費の算定については別添「委託事業における人件費の算定方法等の適正化について」を参照

すること。 

また、根拠となる資料を添付すること。 
     ・消費税の算出にあたり１円未満の端数は切り捨てで計算すること。  



（別紙様式第４号） 
暴力団排除に関する誓約事項 

 
 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも

該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 
  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有

価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提

供することについて同意します。 
 

記 
 
１ 契約の相手方として不適当な者 
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的又は積極的に暴力団の維持、又は運営に協力し、又は関与しているとき 
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしてい

るとき 
（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 
（１）暴力的な要求行為を行う者 
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 
（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 
    上記事項について、企画競争参加表明書の提出をもって誓約します。 
 
 



（別紙様式第５号） 
 

令和  年  月  日  
 

 北海道農政事務所長 殿 
 
 
 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者氏名               
 
 

契 約 候 補 辞 退 届 
 

  

 令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ

構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））に関する契約候補について、

○○○○の理由により、辞退します。 
 



別添  

 

電子メールを利用した書類の提出方法  

 

１ . 送信先  

北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課輸出促進グループ宛  

メールアドレス： yusyutsu.hokkaido/atmark/maff.go.jp 

※  スパム メール 対 策のため、 「 @」を 「 /atmark/」と表示 しておりま すの

で、送信の際は「 @」に変更してください。  

 

２ . 送信メールの件名  

「【事業名】事業者名・○／○」としてください。  

例：【令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュ

ニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））】・○○○○○ (株 )

・ 1／ 3 

※  ○／○は何分割の何番目のメールかを記載してください。（下記６参照） 

 

３ . メール本文への記載事項  

件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。  

 

４ . メール容量  

本文を含め７ MB です。（下記６参照）  

 

５ . 添付ファイルの形式及びファイル名  

ＰＤＦファイルの電子データ形式で提出してください。  

ファイル名は「事業名・提出書類名・事業者名・○／○」としてください。  

例１： 令和５ 年度 グ ローバ ル産地 生産 流 通基盤 強化緊 急対 策 （ＧＦ Ｐコミュ

ニ テ ィ 構 築 支 援 加 速 化 対 策 委 託 事 業 （ Ｇ Ｆ Ｐ 北 海 道 ） ） ・ 提 案 書 ・

○○○○○ (株 ) ・ 1／ 3 

例２： 令和５ 年度 グ ローバ ル産地 生産 流 通基盤 強化緊 急対 策 （ＧＦ Ｐコミュ

ニティ 構築 支援 加速 化対策 委託 事業 （Ｇ ＦＰ北 海道 ）） ・企 画提案 書・

○○○○○ (株 ) ・ 1／ 3 

例３： 令和５ 年度 グ ローバ ル産地 生産 流 通基盤 強化緊 急対 策 （ＧＦ Ｐコミュ

ニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））・競争参加資格・

○○○○○ (株 ) ・ 1／ 1 

※  複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。  



 

６ . メール容量を超える場合の送信方法  

７ MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。  

なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に  

「 1／ 1」や「 1／ 3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。  

※  圧縮ファイルは使用しないでください。  

 

７ . 受信確認  

メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い

日時 に メ ール を 受 信 した 旨 を 送信 者 に メ ール で 返 信し ま す 。 受信 の メ ール が届

かない場合には、１の送信先（電話の場合：011-330-8810（課直通）に連絡して

ください。  
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実施要領 

 

第１ 事業名 

令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化

対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 

 

第２ 事業目的 

2025 年２兆円、2030 年５兆円の新たな輸出額目標を達成し、「稼げる輸出」の実現・拡大

を図るためには、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押しする

必要があり、ＧＦＰ（農林水産物・食品輸出プロジェクト）を通じて、輸出にチャレンジする

事業者や産地に対する輸出先国・地域の規制やニーズの情報提供やこうした規制等に対応した

生産のための技術指導、新たな技術を導入した輸出産地の育成、海外に売り込む輸出商社等の

事業者へのサポート等を行うことが、令和２年 11月に開催された「農林水産物・食品の輸出

拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議」において、「農林水産物・食品の

輸出拡大実行戦略」（以下「戦略」という。）の中で取りまとめられた。 

令和５年 12 月 25 日に改訂された戦略では、多様化する輸出事業者のレベルに応じたサポー

トの必要性、新たに輸出事業に取り組む輸出スタートアップのさらなる増加、地方農政局段階

における輸出コンサル等と連携した掘り起こし活動やスタートアップへのきめ細かなサポート、

輸出産地の形成に向けたセミナーや交流会の開催等について取組を進めることが記載されてい

る。 

これらを踏まえ、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする事業者を他省庁や都道府県

等と連携しながらオールジャパンで後押しする方策を定め、その輸出に対する経験や規模に応

じて現場に密着したきめ細やかな伴走型の支援等を実施し、輸出に向けた取組内容や目標を具

体化することで 2030 年５兆円の輸出額目標の達成を目指すものである。 

このような中、北海道農政事務所では、令和４年 11 月にＧＦＰ北海道を立ち上げ、道内ス

タートアップ事業者の掘り起こしやセミナー開催を通し、新たな輸出プレイヤーの創出に取り

組んできた。今後は、地方自治体や地域の経済団体、輸出コンサル等と連携し、よりきめ細や

かな伴走型の支援等を実施し、オール北海道での輸出拡大を実現していく必要がある。 

 

第３ 事業内容 

本事業は、次の（１）から（３）に掲げる内容を、北海道農政事務所生産経営産業部事業支

援課 輸出促進グループ（以下「輸出促進グループ」という。）と連携して実施すること。 

 

（１） 地方自治体や商工会等の経済団体と連携した輸出促進の取組 

新たに輸出に取り組もうとする事業者や産地が輸出への意欲を向上させたり、輸出への課題

や不安を解決したりすることを目的とした交流会等を地方自治体や地域の経済団体、ＪＡ等と

連携して、３～４地域で開催すること。開催地域は、後志、渡島、上川を含めることとする。

交流会等は、海外のスーパーやレストランとのライブ配信等により現地の生の情報を地方の事
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業者が体感できる機会を設けるとともに、各地域が抱える課題を解決するための情報交換や相

談の場となる内容とする。 

また、地方自治体や経済団体、ＪＡ等との連携に係る情報は適宜、輸出促進グループに報告

すること。 

 

＊１ 各回の参加事業者数は、10～20人程度を想定する。 

＊２ 状況に応じてオンラインを併用したハイブリッド形式での交流会等を行うことができるものとす

る。なお、オンラインを活用する場合、使用するアプリケーションは交流会等が滞りなく遂行可能

なアプリケーションで行うこと。対面形式やハイブリッド形式で交流会等を行う場合は、輸出促進

グループと会場規模や立地等を相談したうえで適当な施設を賃借すること。 

＊３ 交流会等で講師等を依頼する場合、出席のための交通費及び宿泊費等（実費）、謝金を支給するこ

と。 

 

（２） 輸出に取り組む地域商社を育成する取組 

小口でも輸出したい事業者を束ねることができる地域商社を育成するため、輸出に取り組

む意欲のある事業者に対して、実践的なノウハウ・知識を習得させる取組を実施すること。 

取組内容は自由提案とするが、以下の①から⑥を踏まえて実施すること。 

① 実施する際には、その運営等計画の立案を行うこと。 

② 輸出に関する実践的な専門知識を習得させる講座等の開催を計画する場合は、受託者

が、講師等との調整を行い、講座に出席するための交通費及び宿泊費等（実費）、謝

金を講師等に支給すること。 

③ 実践的な取組として、輸出実証や商談会、市場調査等を計画する場合は、受託者が、

海外バイヤーや商社、飲食店関係者等、北海道産食品を取扱う可能性のある事業者

（以下「バイヤー等」とする。）との調整等を行うこと。 

④ 取組の中で商品の輸出が発生する場合は、輸出先国・地域の輸入規制の確認を行い、

日本及び輸出先国・地域の貿易に関する関係諸法規に従い、現地当局への書類提出等

の対応を実施すること。また、事業者が輸出手続きを実施する場合は、確実に手続き

が実施されるよう、輸入規制や書類の確認の支援を実施すること。 

⑤ 取組を実施する際の会場については、輸出促進グループと会場規模や立地等を相談し

たうえで適当な施設を賃借すること。 

⑥ 海外で取組を実施する場合は、輸出支援プラットフォームの設置国・地域で実施する

こととし、現地の輸出支援プラットフォームと連携すること。 

 

（３） 伴走支援のための体制の構築・稼働 

輸出専門人材等を活用した伴走支援を実施するために、本省ＧＦＰ事務局が作成する輸出専

門人材リストを用いて、輸出事業者の課題に応じて必要な輸出専門人材の手配・調整を行うこ

とのできる体制を構築・稼働させる。当該体制に係る活動は主に以下の①から③が挙げられる。 
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① 輸出専門人材の手配・同行ならびに事後ヒアリングの実施 

輸出促進グループが実施する伴走支援の一環として、フォローアップを行うことと

した事業者に対して、輸出専門人材によるサポート業務（海外規制対応、貿易実務、

海外営業、マーケティング、認証取得に関する指導等）の手配・同行を行うこと。サ

ポート業務実施後は、事後聞き取り調査（輸出専門人材の評価・ヒアリング）を実施

し、整理分析すること。サポート業務の対象は、これまでのＧＦＰ北海道の取組を通

じて掘り起こした輸出スタートアップ事業者等とすること（5件程度を想定）。 

② 本省ＧＦＰ事務局との連携 

本省ＧＦＰ事務局が作成する輸出専門人材リストを入手するとともに、人材を派遣

するうえでの連絡調整を行うこと。また、本省ＧＦＰ事務局作成の輸出専門人材リス

トの更新を本省ＧＦＰ事務局と連携し実施する。 

③ プロフェッショナル人材戦略拠点との連携 

輸出事業者等が求める輸出専門人材の把握を行い、雇用を想定する人材ニーズに関

しては、北海道に設置されている内閣府事業プロフェッショナル人材戦略拠点※（以

下「戦略拠点」とする。）に対して人材ニーズ情報を共有し、輸出事業者等と戦略拠

点との人材マッチングを促進すること。マッチングを行った際には、輸出事業者に対

するアンケート等のフォローアップを実施すること。 

※参考 URL：https://www.pro-jinzai.go.jp/  

 

第４ 事業実施期間 

委託契約の締結日から令和７年３月 17日（月）までとする。 

  

第５ 事業報告 

受託者は、（１）及び（２）を令和７年３月 17日（月）までに輸出促進グループに提出す

ること。また、本事業を終了したとき（本事業を中止し、又は廃止した時を含む。）は本事業

の成果等を記載した別に定める委託事業実績報告書を提出すること。 

（１）本事業における実施過程や、実施結果、成果物をまとめた「令和５年度グローバル産地

生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北

海道））実施報告書」  

紙媒体３部、電磁的記録媒体（公表用／詳細版）CD－R又は DVD－R １部 

（２）本事業の実施過程で作成した資料や調査バックデータ、各専門家や講師のリスト等電磁

的記録媒体（CD－R 又は DVD－R １部） 

※ 電磁的記録媒体については、ウイルスチェックを行った上で納入することと 

し、ウイルスチェックに関する情報（ウイルス対策ソフト名、定義ファイルの 

バージョン、チェック年月日等）を記載したラベルを貼ること。 
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第６ 委託事業実績報告書及び事業報告書の提出先 

農林水産省北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課 輸出促進グループ 

   yusyutsu.hokkaido /atmark/ maff.go.jp 

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更

すること 

 

第７ その他 

（１）受託者は、企画提案書のとおり事業を実施すること。 

（２）受託者は、実施スケジュール及び実施体制について契約締結後速やかに提出すること。 

（３）受託者は、事業の実施に当たって発注者と十分な協議・調整を行うこと。 

（４）受託者は、事業の進捗状況等について、輸出促進グループの求めに応じて途中経過を報

告すること。 

（５）受託者は、事業の目的を達成するため、本実施要領に明示されていない事項で必要な作

業等が生じたとき又は業務の内容を変更する必要が生じたときは、輸出促進グループと協

議を行う。 

（６）受託者は、事業の実施に当たって再委託を行う場合は、事前に輸出促進グループと協議

を行い、承認ない限り再委託を行ってはならない。 

（７）実施過程において入手した情報等の取扱いには十分留意すること。 

（８）受託者は、本事業に関して知り得た業務上の秘密について、外部に漏らさないこと。ま

た、契約期間終了後も同様とする。 

（９）成果の取扱いについては、次の①及び②によることとする。 

①本契約の履行過程で生じた成果物に関する一切の著作権に関する権利（著作権法（昭和

45 年法律第 48号）第 27条及び第 28 条の権利を含む。）、データの所有権及び使用権並

びに当該委託に係る技術開発の成果たる知的所有権は、農林水産省に帰属するものとす

る。 

②受託者は、農林水産省が成果物を活用する場合に、肖像権等に新たな費用が発生しない

よう措置すること。また、受託者が成果物を自ら使用する場合には、農林水産省と別途

協議すること。 

（10）閲覧を可能としている資料に関する閲覧時間については、行政機関の休日を除く８:30～

17:00（ただし、12:00～13:00 の間は除く。）とし、閲覧を希望する場合は、閲覧希望日の

前日までに輸出促進グループに連絡すること。なお、閲覧は令和４・５・６年度の農林水

産省競争参加資格（全省統一資格）の「役務の提供等」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級

に格付けされた競争参加資格を有している者に限る。 

（11）本事業における人件費の算定等に当たっては、別添「委託事業における人件費の算定等

の適正化について」（平成 22年９月 27日付け 22経第 961 号大臣官房経理課長通知）によ

るものとする。 

（12）環境負荷低減の取組として、受託者は事業の実施にあたり、プラスチックに係る資源循

環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57

条）、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）等の環境関係法令を
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遵守するとともに、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や不

必要・非効率なエネルギー消費を行わない等のエネルギー削減につながる取組（照明、空

調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃料効率の良い機械の利用等）

の実施、物品の購入に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等

の観点から環境負荷低減に配慮したものの選択、その他、農林水産省が推進する「みどり

の食料システム戦略」の理解に努めるものとする。 

        

第８ 照会先 

本実施要領に関する照会先は以下のとおりとする。 

〒064－8518 札幌市中央区南 22 条西６丁目２-22 エムズ南 22条ビル第２ビル４Ｆ 

農林水産省北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課 輸出促進グループ 

     ＴＥＬ：011－330－8810 

ＦＡＸ：011－520－3063 

 



委託事業における人件費の算定等の適正化について

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２

※１ 時間単価

時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合

・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等）

・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合

・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合

※２ 直接作業時間数

① 正職員、出向者及び嘱託職員

直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計

上すること。

② 管理者等

原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した

時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当該委

別添



託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあって

は、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休日出

勤等）を含めることができることとする。

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り

計算による）

２．受託単価による算定方法

委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下、「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託

契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている

場合は、各単価及びその根拠を確認すること

ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。

＜受託単価による算定方法＞

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算

事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単



価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることは出来ない。

３．実績単価による算定方法

委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切り捨て。）

＜実績単価の算定方法＞

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法

原則として下記により算定する。

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間

・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託

先と協議のうえ定めるものとする（以下、同じ。）。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面

で支給されているものは除外する（以下、同じ。）。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下、同じ。）。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業

規則等から１日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以

下、同じ。）。

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法



出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記

により算定する。

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費

等）÷年間理論総労働時間

・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか

計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法

原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。

（１）原則

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間

（２）時間外に従事した場合

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間

・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働

時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における

時間外の従事時間数の合計。

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について

一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について



直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】

① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。（数週間分まと

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがな

いよう適切に管理すること。）

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

■



⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することが

できるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要があ

る。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名す

る。

附 則

（施行期日）

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。

（経過措置）

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。



 

 

委 託 契 約 書 

 

   支出負担行為担当官北海道農政事務所長 福島 一（以下「甲」という。）と〇

〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化

緊急対策（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））

（以下「委託事業」という。）の委託について、次のとおり委託契約を締結する。 

 

【契約の相手方が共同事業体の場合】 

支出負担行為担当官北海道農政事務所長 福島 一（以下「甲」という。）と■

■共同事業体（以下「乙」という。）の構成員を代表する法人□□□□代表●●

は、令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ構

築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））（以下「委託事業」という。）の委

託について、次のとおり委託契約を締結する。 

 

 （実施する委託事業） 

第１条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告する

ものとする。 

(１) 委託事業名 令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュ

ニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 

 (２) 委託事業の内容及び経費 別添委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり 

 (３) 履行期限  令和７年３月17日 

 

 （委託事業の遂行） 

第２条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施

しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

 

 （委託費の限度額） 

第３条 甲は、委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、 

 金〇〇，〇〇〇，〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇，〇〇〇，〇〇〇

円・消費税率10%とする。）を超えない範囲内で乙に支払うものとする。 

（注）「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和63年法律第108号）第28

条第１項及び第29条並びに地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の82及び 

  第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じ

て得た金額である。 

２ 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用し

なければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

 

 （契約保証金） 

第４条 会計法（昭和22年法律第35号）第29条の９第１項に規定する契約保証金の

納付は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の３第３号の規定

により免除する。 

 

 （再委託の制限） 

第５条  乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。 

    なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定

及び技術的判断等をいうものとする。 

２ 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け

負わせること（以下「再委託」という。）を必要とするときは、あらかじめ再委

託承認申請書（別紙様式第２号）に必要事項を記入して甲の承認を得なければな



 

 

らない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再

委託の金額の割合（以下「再委託比率」という。）が50パーセント以内の業務と

する。 

３ 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名

称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載

した書面を甲に提出しなければならない。 

ただし、本委託事業の仕様書においてこれらの事項が記載されている場合に 

あっては、甲の承認を得たものとみなす。 

４ 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の

承認を得なければならない。 

５ 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負（再々委託又は再々請

負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。）を必要とするときは、再々委託又は

再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第２

項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。 

６  乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変

更する必要がある場合には、第４項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変

更し、甲に届け出なければならない。 

７  甲は、前２項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確

保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができ

る。 

８ 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比

率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合

には、軽微な再委託として第２項から前項までの規定は適用しない。 

 

（監督） 

第６条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要がある

と認めたときは、甲の命じた監督のための職員（以下「監督職員」という。）に

監督させることができるものとする。 

２ 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとす

る。 

３ 乙は、甲（監督職員を含む。）から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出

を求められた場合は、速やかに提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第７条 乙は、委託事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを

含む。）は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書（別紙様式第３号）

を甲に提出するものとする。 

 

 （検査） 

第８条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した

日から10日以内の日（当該期間の末日が休日（行政機関の休日に関する法律（昭

和63年法律第91号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）に当たるときは、当

該末日の翌日を当該期間の末日とする。）又は当該委託事業の履行期限の末日の

属する年度の３月31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適

合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により

検査を行うものとする。 

２ 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に

違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求める

ことができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了し

た旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合する



 

 

ものであるかどうか再度検査を行うものとする。 

 

 （委託費の額の確定） 

第９条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合する

と認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 

２ 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に

規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。 

 

 （委託費の支払） 

第10条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払

請求書（別紙様式第４号）を受理した日から30日以内にその支払を行うものとす

る。 

ただし、乙が委託事業実績報告書（別紙様式第３号）の提出に併せて、委託費

の精算払請求を行った場合は、前条第１項に規定する通知の日から30日以内にそ

の支払を行うものとする。 

２ 甲は、概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項の規定にかかわら

ず、乙の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をするこ

とができるものとする。 

３ 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書（別紙様式第４号）を甲

に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した日から30日

以内にその支払いを行うものとする。 

 

 （過払金の返還） 

第11条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第９条第１項の委託費の確定額を超え

るときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。 

 

 （委託事業の中止等） 

第12条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難と

なったときは、委託事業中止（廃止）申請書（別紙様式第５号）を甲に提出し、

甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。 

２ 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものと

する。 

 

 （計画変更の承認） 

第13条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委

託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認

申請書（別紙様式第６号）を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

ただし、委託事業計画書２の収支予算の支出の部の区分欄に掲げる経費の相互

間における30パーセント以内の流用については、この限りではない。 

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。 

 

 （契約の解除等） 

第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又

は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、

及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 

 

 （違約金） 

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金と

して契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 

 (１) 前条の規定によりこの契約が解除された場合 



 

 

 (２) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の

債務について履行不能となった場合 

２  次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合

とみなす。 

（１）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人 

（２）乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14

年法律第154号）の規定により選任された管財人 

（３）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 

ll年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害

について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 

 

  （談合等の不正行為に係る解除） 

第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約

の全部又は一部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第

７条若しくは第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合

に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課

徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員及び使用

人を含む。）が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は

独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑の容疑に

より公訴を提起されたとき。 

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号のいずれかに該当した

場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならな

い。 

 

 （談合等の不正行為に係る違約金） 

第17条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条

により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の

10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな

い。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条

の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に

よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課

徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項

又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った

とき。 

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用

人を含む。）に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第

１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当

するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分



 

 

の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな

い。 

（１）前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第

１項の規定の適用があるとき。 

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又

は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の

首謀者であることが明らかになったとき。 

（３）乙が甲に対し、入札（又は見積）心得第６条（公正な入札の確保）の規定に

抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す

る場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

 （属性要件に基づく契約解除） 

第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催

告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその 

  者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務

所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質

的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると

き。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしているとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。 

 

 （行為要件に基づく契約解除） 

第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為

をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

 

 （表明確約） 

第20条 乙は、第18条各号及び前条各号のいずれにも該当しないことを表明し、か

つ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者（以下「解除対象者」

という。）を再受託者等（再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関し

て個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを

確約する。 



 

 

 

 （再委託契約等に関する契約解除） 

第21条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直

ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者

（再受託者等）との契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは

再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反し

て当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象

者（再受託者等）との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を

解除することができる。 

 

 （損害賠償） 

第22条 甲は、第18条、第19条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しな

い。 

２ 乙は、甲が第18条、第19条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

 （不当介入に関する通報・報告） 

第23条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標

ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当

介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これ

を拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察

への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

 （著作権等） 

第24条 乙は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権（著作権法

（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に規定する権利を含む。）を、著作物

の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行

使しないものとする。 

２ 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及

び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担

を含む一切の手続きを行うものとする。 

３ 乙は、甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利

用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しな

いように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議の

上、その利用の取り決めをするものとする。 

４ この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の

紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は

自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛

争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ね

る等の協力措置を講じるものとする。 

 

（著作権等の利用） 

第25条 乙は、前条第１項の規定にかかわらず、委託事業により納入された著作物

に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が

利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとす

る。 

２ 乙は、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使し

ないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、



 

 

当該著作物が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 

３ 乙は、委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際

し、委託事業による成果である旨を明示するものとする。 

 

 （委託事業の調査） 

第26条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審

査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事

項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、

乙はこれに応じなければならないものとする。 

 

（帳簿等） 

第27条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整

備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業

の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。 

２ 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都

度、これを行うものとする。 

３ 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証す

るための証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、乙の文書管理

規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の４月１日か

ら起算して７年間、整備・保管しなければならない。 

４ 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と

十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。 

５ 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行

ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができ

ず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しな

ければならない。 

 

 （旅費及び賃金） 

第28条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業

の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した

場合に限るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合

には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付

を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。 

 

（秘密の保持等） 

第29条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかか

わらず第三者に漏らしてはならない。 

 

（個人情報に関する秘密保持等） 

第30条 乙及びこの委託事業に従事する者（従事した者を含む。以下「委託事業従

事者」という。）は、この委託事業に関して知り得た個人情報（生存する個人に

関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により

特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）を

いう。以下同じ。）を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供しては

ならない。 

２ 乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない。 

３ 前二項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。 



 

 

 

（個人情報の複製等の制限） 

第31条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重

複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達

成することができない場合を除き、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはなら

ない。 

 

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応） 

第32条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確

保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必

要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及

び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。 

 

（委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却） 

第33条 乙は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒 

体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法によ 

り情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、 

返却しなければならない。 

 

（再委託の条件） 

第34条 乙は、甲の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人 

情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、第30条から第33条に規定する

甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。 

 

（疑義の解決） 

第35条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、

解決するものとする。 

  



 

 

 

 上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有

するものとする。 

 

   令和  年  月  日 

 

 

委託者（甲） 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22 

支出負担行為担当官 

北海道農政事務所長 福島 一 

                        

 

受託者（乙）



 

 

（別紙様式第１号） 

 

委  託  事  業  計  画  書 

 

１ 事業内容 

ア 事業実施方針 

令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業

（ＧＦＰ北海道））実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業を実施する。 

イ 事業内容 

実施要領のとおり。 

ウ 事業実施期間（予定） 

  契約締結の日から令和７年３月17日までとする。 

エ 担当者 

  【社名】【部署】【役職】【氏名】 

オ 報告の方法 

実施要領のとおり。 

  

 

２ 収支予算 

収入の部 

区  分 予 算 額 備   考 

 国 庫 委 託 費 

 

 

計 

  うち消費税及び地方消費税の額○○円 

 

 

支出の部 

区  分 予 算 額 備   考 

 

 

計 

  

（注）備考欄には、各区分の経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。 

    一般管理費を経費として計上する場合は、原則、人件費及び事業費（再委託費を除く）の10％以内とし、これにより

がたい場合は受託者の内部規定等で定められた率を使用すること。 

    備品（原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が50，000円以上の物品）の購入は認めな

い。 

 

３ 再委託先 
 

氏名又は名称 
 

住所 
 

業務の範囲 
 
必要性及び契約金額 

 

 

 

   

 

（注）再委託先名及び金額が記載されている提案書が当該委託事業の実施要領として採用された場合に限る。 

 

 

 

 



 

 

 

（契約の相手方が共同事業体の場合） 

４ 構成員の事業計画 

ア 担当事業名 イ 構成員名 ウ 構成員の事業内容 

 

住所   

委託限度額： 円 

登録番号 
名称  

 

住所   

委託限度額： 円 

登録番号 
名称  

 

住所   

委託限度額： 円 

登録番号 
名称  

・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。 

・１行名に代表機関の事業計画を記載すること。また、２行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。 

・ア 担当事業名欄については、実施要領に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名を記載すること。 

・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施する事業内容の概略を記載すること。 

・委託収入において適格請求書発行事業者が登録番号を記載する必要がある場合は上記に記載すること。 

 

 

 

  



 

 

（別紙様式第２号） 

令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 

（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 

再委託承認申請書 

番 号 

年 月 日 

 

     支出負担行為担当官 

     北海道農政事務所長 殿 

 

（受託者）                     

住所                       

氏名                       

 

令和 年 月 日付け契約の令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュニティ構築支援

加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第５条第２

項の規定により承認されたく申請します。 

 

記 

 

１ 再委託先の相手方の氏名又は名称及び住所 

 

２ 再委託を行う業務の範囲 

 

３ 再委託の必要性 

 

４ 再委託金額 

 

５ 個人情報の取扱いに関する事項 

 

６ その他必要な事項 

 

 

（注）１ 申請時に再委託先及び再委託金額（限度額を含む。）を特定できない事情がある場合には、その理由を記載

すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託金額が決定した場合には、当該事項をこの書類に準じ

て、報告すること。 

   ２ 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は再委託金額（限度額を含む。）を変更する場合には、あ

らかじめ甲の承認を受けなければならない。 

   ３ 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。 

 



 

 

（別紙様式第３号） 

令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 

（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 

実績報告書 

番 号 

年 月 日 

支出負担行為担当官 

北海道農政事務所長  殿 

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

 

令和 年 月 日付け契約の令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュ

ニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））について、下記のとおり、事業を実施したの

で、委託契約書第７条の規定により、その実績を報告します。 

   （なお、併せて委託費金    円也の支払を請求します。） 

 

記 

 

１ 事業の実施状況 

ア 事業内容 

イ 事業実施期間 

ウ 担当者 

エ 事業の成果（又はその概略） 

オ 事業成果報告書の配付実績等 

 

２ 収支精算 

収入の部 
 

区 分 
 

精算額 
 

予算額 
比  較  増  減 

 
備  考 

増 減 

国庫委託費 
 

計 

    うち消費税及び地方消費

税の額○○円 

 
支出の部 

 
区 分 

 
精算額 

 
予算額 

比  較  増  減 
 

備  考 
増 減 

 
 

計 

     

（注） 備考欄には、精算の内訳を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（契約の相手方が共同事業体の場合） 

３ 構成員の実績 

ア 担当事業名 イ 構成員名 ウ 構成員の事業内容 

 

住所   

実績額： 円 

登録番号 
名称  

 

住所   

実績額： 円 

登録番号 
名称  

 

住所   

実績額： 円 

登録番号 
名称  

・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。 

・１行名に代表機関の実績を記載すること。また、２行目以降は、参画する構成員の実績を記載すること。 

・ア 担当事業名欄については、実施要領に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名を記載すること。 

・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施する事業内容の概略を記載すること。 

・委託収入において適格請求書発行事業者が登録番号を記載する必要がある場合は上記に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

（別紙様式第４号） 

 

令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 

（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 

委託費 概算払・精算払 請求書 

                                     

番 号 

年 月 日 

 

官署支出官 

北海道農政事務所 総務管理官 殿 

  

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

       令和 年 月 日付け契約の令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュ

ニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））について、下記により、委託費金     円也

を、 概算払・精算払 により支払されたく請求します。 

                                  

記 

 
 
区 分 

 
国庫委託費 

既受領額 今回請求額 残  額 事業完了 

予定年月日 

 

備考 金額 出来高 金額 出来高 金額 出来高 

          

 

 

 

 

（注）・精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。 

   ・委託収入において適格請求書発行事業者が登録番号を記載する必要がある場合は上記に記載すること。 

 



 

 

（別紙様式第５号） 

 

令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 

（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 

中止（廃止）申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

北海道農政事務所長 殿 

    

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

令和 年 月 日付け契約の令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュ

ニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））について、下記により中止（廃止）したいの

で、委託契約書第12条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 委託事業の中止（廃止）の理由 

２ 中止（廃止）しようとする以前の事業実施状況 

ア 事業について 

イ 経費について 

 

経費支出状況 

 

経費の区分 

 

 
○月○日現在 

支出済額 

 

残 額 

 

 

支出予定額 

 

中止（又は廃

止）に伴う 

不 用 額 

 

備 考 

 

 

 

   

 

 

  

 

３ 中止（廃止）後の措置 

   ア 事業について  

   イ 経費について 

   ウ 経費支出予定明細 

 

経費の区分 

  

支出予定金額 

    
算 出 基 礎 

     （ 名 称 、 数 量 、 単 価 、 金 額 ） 

 

 

  

 

 

 



 

 

（別紙様式第６号） 

 

令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 

（ＧＦＰコミュニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道）） 

計画変更承認申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

北海道農政事務所長 殿 

 

 

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

令和 年 月 日付け契約の令和５年度グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（ＧＦＰコミュ

ニティ構築支援加速化対策委託事業（ＧＦＰ北海道））について、下記のとおり変更したいので、委

託契約書第13条第１項の規定により承認されたく申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

２ 変更する事業計画又は事業内容 

３ 変更経費区分 

 
（注）記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記 

載のこと。 
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